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介護老人保健施設（入所） 単位：円
３０日の場合の料金（概算）

所得段階

１日の料金（概算）

区　　分
料金

食費
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（１ヶ月）

　　　　　　　　　　　　　利　用　料　金　表
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合計額
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　　　　（説明１）居住費・食費の負担が軽減されます

　　　　（説明２）食費について

　　　食材料費及び調理にかかる費用で介護保険制度における基準額となっております。　

　　　　（説明３）居住費について

　　　室料及び光熱水費にかかる費用で介護険制度における基準額となっております。 ３７０円（１日）

　　　　（説明４）日用品費について
　　　
　　　日常的に入所者の皆様が使用する消耗品についてご負担いただきます。（トイレットペーパー、シャンプー、石鹸、タオルなど） ５０円（１日）

　　　

　　　　（説明５）洗濯代・家電使用料について
　　　　　　　　

　　　洗濯・家電使用については、入所者様のご希望によりご負担いただきます。別紙「依頼書」をご参照のうえ １００円（１日）

　　　ご希望される方は、お申込みください。

　　　　（説明６）理美容代について

　　　　　　　　　　　理美容については、入所者様のご希望によりご負担いただきます。ご希望される方はお申込みください。 男性：2,000円（1回）

女性：2,000円（1回）

利用者負担区分に該当する条件

※　利用者負担は、食費（１日１，３８０円）、居住費（１日３７０円）が基準となります。　

課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８０万円以下の方

※　第４段階の負担額が基準になっており、足りない分の料金は介護保険で補足するという仕組みになりました。

１，３８０円（１日）

３７０円 １，３８０円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８０万円超２６６万円未満の方

市町村民税課税世帯など上記以外の方

３７０円

第４段階

老齢福祉年金受給者

第３段階

第１段階

第２段階
世帯全員が市町村民税非課税

世帯全員が市町村民税非課税

生活保護受給者
区　　　分

　　実費負担について

利用者負担

世帯全員が市町村民税非課税

　　　　　　　　　　（１日当りの料金です）

３７０円

食　　費

３００円

３９０円

居住費

０円

６５０円

利用者負担



　　　　（説明１）栄養マネジメント加算

　　　入所者の皆様の栄養状態を適切に把握し、その状態に合わせた食事を計画し、提供いたします。 １４円（１日）
　　　
　　　　（説明２）夜勤職員配置加算

　　　入所数が２０名またはその端数を増すごとに１以上の数の夜勤を行う介護職員、看護職員を２名を超えて　 ２４円（１日）

　　　配置している場合。　※当施設においては、入所定員１００名に対し５名の夜勤を行う職員を配置しています。

　　　　（説明３）サービス提供体制強化加算

　　　当施設では、手厚い介護サービスを提供するため、有資格者（介護福祉士を介護職員全体の５０％以上）を配置し、 １２円（１日）

　　　施設サービスを提供しています。

　　　　（説明４）療養食加算

　　　医師の食事せんに基づき、次のような療養食を提供した場合加算されます。　 １８円（１日）

　　　（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食）

　　　　（説明５）短期集中リハビリテーション実施加算

　　　医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上の個別リハを１週につき概ね ２４０円（実施日）

　　　3日以上の個別リハを行った場合。（所定の要件を満たす例外を除き、入所日から起算して3ヶ月以内に限る）　　

　　　　（説明６）初期加算

　　　入所した日から３０日以内の期間に加算されます。　　※但し、湯の里にのへに過去３ヶ月間入所していない場合の方が ３０円（１日） ⇒３０日間に限定

　　　対象となります。（状態により過去１ヶ月間入所していない場合となることもあります）　

　　　　（説明７）　外泊時費用

　　　外泊された場合。（外泊初日と最終日以外の６日を限度）　 ３６２円（１日）

　　　　（説明８）　入所前後訪問指導加算

　　　入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合。 ４６０円（１回）

　　　※入所中、１回を限度

　　　　（説明９）　退所前後訪問指導加算

　　　入所者が在宅で生活するために、訪問してご本人やご家族に対して、退所後の指導を行った場合。 　　 ４６０円（１回）

　　　　※入所中、原則１回　　　　　　　

　　　　※退所後、１回を限度（退所後３０日以内）　　　　　

　　　　（説明１０）　退所時指導加算

　　　退所後の在宅生活を行う上での療養上の指導を行った場合に加算されます。 ４００円（１回を限度）

　　介護保険分の負担について



　　　　（説明１１）　退所時情報提供加算　

　　　退所後に係る主治医の先生に対して、ご本人の診療状況について、文書を添えて情報提供を行った場合（紹介した場合） ５００円（１回を限度）

　　　加算されます。

　　　　（説明１２）　退所前連携加算　

　　　退所後の生活を安心して生活していただくため、ご本人が希望する居宅介護支援事業者への情報提供を行い、 ５００円（１回を限度）

　　　連携して在宅での生活について支援を行った場合加算されます。

　　　　（説明１３）老人訪問看護指示加算　　　　　

　　　退所後、施設の医師がご本人に対して訪問看護が必要と判断した場合、訪問看護ステーションに対し、 ３００円（１回を限度）

　　　訪問看護指示書を交付した場合。　

　　　　（説明１４）緊急時治療管理

　　　病状が重篤となり救命救急医療が必要な場合。 ５１１円（1月に１回、連続

　　　　　　する３日を限度）

　　　　（説明１５）所定疾患施設療養費

　　　肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合。 ３０５円（1月に１回、連続

　　　　　　する７日を限度）

　　　　（説明１６）口腔衛生管理体制加算

　　　 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び ３０円（１月につき）

　　　 指導を月１回以上行い、入所者の口腔ケアマネジメントに係る計画を作成している場合。

　　　　（説明１７）口腔衛生管理加算

　　　 口腔機能維持管理体制が整備され、且つ歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月４回以上 １１０円（１月につき）

　　　 行った場合。

　　　　（説明１８）ターミナルケア加算

　　　 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族と １６０円（死亡日以前４～３０日）

　　　 ともに、医師、看護職員、介護職員等が共同し、施設においてその人らしさを尊重した看取りを行う場合。 ８２０円（死亡日の前日及び前々日）

１，６５０円（死亡日）

（死亡日を含めて３０日を上限）

　　　　（説明１９）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

　　　 所定単位数に３．９％を乗じた単位数で算定いたします。

※負担割合２割の方は、それぞれの加算に２を乗じた料金となります。



高額介護サービス費について

　利用者負担軽減措置のひとつです。

　対象者はすべてのサービス利用者です。

世帯全員が市町村民税非課税 課税年金収入額と合計所得金額の合計が

８０万円以下の方

介護保険の一割負担分が月額上記金額を超えた場合は、介護保険の方から超えた分の額が戻ってきます。

社会福祉法人で介護老人保健施設を運営している場合の減免措置です。（無料又は低額所得者への減免）

※　詳細については、支援相談員より別紙に基づきご説明申し上げます。

世帯全員が市町村民税非課税

８０万円超２６６万円未満の方

世帯全員が市町村民税非課税

１５，０００円

負担上限額

１５，０００円

利用者負担

区　　　分

第１段階
生活保護受給者

湯の里にのへ減免措置について

市町村民税課税世帯など上記以外の方

２４，６００円

第２段階

第３段階

３７，２００円第４段階

課税年金収入額と合計所得金額の合計が

老齢福祉年金受給者

利用者負担区分に該当する条件


